
 

 

不動産登記令等の一部を改正する政令案の概要 

 

１ 趣旨 

  民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号。以下「一部改正法」と

いう。）により、所有者不明土地の発生を防止するため、不動産登記法（平成１

６年法律第１２３号。以下「不登法」という。）及び関係法律の一部が改正され

た。 

    本政令案は、一部改正法（令和６年４月１日施行分）の施行に伴い、不動産登

記令（平成１６年政令第３７９号。以下「不登令」という。）及び関係政令につ

いて、所要の改正を行うものである。 

 

２ 概要 

 (1) 不登令の改正 

ア 一部改正法により、所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等

番号（商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）第７条（他の法令において

準用する場合を含む。）に規定する会社法人等番号をいう。）その他の特定

の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの（以下「法

人識別事項」という。）を所有権の登記の登記事項とすることとされたこと

に伴い、法人識別事項を不動産登記の申請情報として定める改正を行う。 

イ 一部改正法により、所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、

その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内に

おける連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの（以下「国内連絡先

事項」という。）を所有権の登記の登記事項とすることとされたことに伴い、

国内連絡先事項を不動産登記の申請情報として定める改正を行う。 

※ 法人識別事項又は国内連絡先事項に関する添付情報は、法務省令で定める

予定である。 

 

 (2) 関係政令の改正 

建設機械登記令（昭和２９年政令第３０５号）、船舶登記令（平成１７年政

令第１１号）及び農業用動産抵当登記令（平成１７年政令第２５号）について、

一部改正法（令和６年４月１日施行分）の施行及び前記(1)の改正に伴う所要

の改正を行う。 

 

３ 施行期日 

 令和６年４月１日 


